
初
瀬
ダ
ム
操
作
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

令
和
三
年
二
月
二
十
四
日

奈
良
県
知
事

荒

井

正

吾

奈
良
県
規
則
第
三
十
四
号

初
瀬
ダ
ム
操
作
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

初
瀬
ダ
ム
操
作
規
則
（
平
成
三
年
三
月
奈
良
県
規
則
第
六
十
一
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す

る
。目

次
中
「
第
十
九
条
」
を
「
第
二
十
条
」
に
、
「
第
二
十
条
―
第
二
十
二
条
」
を
「
第
二
十
一
条
―

第
二
十
三
条
」
に
、
「
第
二
十
三
条
」
を
「
第
二
十
四
条
」
に
改
め
る
。

第
十
五
条
第
一
項
第
一
号
中
「
第
二
十
条
第
一
項
」
を
「
第
二
十
一
条
第
一
項
」
に
改
め
る
。

第
二
十
三
条
を
第
二
十
四
条
と
す
る
。

第
二
十
二
条
中
「
第
二
十
条
第
一
項
」
を
「
第
二
十
一
条
第
一
項
」
に
改
め
、
第
六
章
中
同
条
を
第

二
十
三
条
と
し
、
第
二
十
一
条
を
第
二
十
二
条
と
し
、
第
二
十
条
を
第
二
十
一
条
と
し
、
第
五
章
中
第

十
九
条
を
第
二
十
条
と
し
、
第
十
八
条
を
第
十
九
条
と
し
、
第
十
七
条
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

（
水
道
用
水
の
供
給
の
た
め
の
放
流
）

第
十
八
条

所
長
は
、
水
道
用
水
の
供
給
の
た
め
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
場
合
に
は
、
毎
秒
〇
・
〇
二

九
立
方
メ
ー
ト
ル
の
水
量
を
ダ
ム
か
ら
放
流
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。
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